
拝啓 時下ますます御健勝のことと存じます。

さて、政府は本日、平成２０年度補正予算（第１号）を閣議決定し、国会に提

出したところであります。これに関連して、地方財政についても、道路特定財源

の暫定税率失効期間中の地方税及び地方譲与税の減収補てん措置、歳出の追加に

伴う財政措置等所要の措置を講じることを予定しております。

各地方公共団体においては、今後の財政運営に当たって、別紙事項に留意の上、

適切に対処されるようお願い申し上げます。

また、貴都道府県内の市町村に対しても速やかにその趣旨を御連絡いただくよ

うお願い申し上げます。

なお、本通知は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４５条の４（技術

的な助言）に基づくものです。

時節柄御自愛専一の程お祈りいたします。

敬 具

平成２０年９月２９日

総務省自治財政局財政課長

平 嶋 彰 英

各都道府県総務部長 殿

（財政担当課、市町村担当課扱い）

各指定都市財政局長 殿

（財政担当課扱い）
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（別 紙）

第１ 国の補正予算

本日、政府は平成２０年度補正予算（第１号）を閣議決定し（別添資料参

照）、国会に提出したこと。

今回の補正予算においては、歳出面で、去る８月２９日の「安心実現のた

めの緊急総合対策」に関する政府・与党会議、経済対策閣僚会議合同会議

において決定された「安心実現のための緊急総合対策」を実施するための

緊急安心実現総合対策費１兆８，０８１億円等を追加計上するほか、既定

経費の節減９，５９９億円、予備費の減額１，０００億円の修正減少額を

計上していること。また、歳入面で、公債金３，９５０億円（建設公債１兆

２７０億円の増額及び特例公債６，３２０億円の減額）、前年度剰余金受入

６，３１９億円等を追加計上していること。

この結果、一般会計予算の規模は、歳入歳出とも平成２０年度当初予算に

対し、１兆６４１億円増加し、８４兆１，２５５億円となっていること。

第２ 補正予算に係る地方財政措置等

今回の補正予算においては、歳出の追加に伴う地方負担の増加が生じると

ころであるが、これに対しては次のとおり地方財政措置を講じる予定である

ので、安心実現のための緊急総合対策に係る事業への速やかな対応とその円

滑な実施に格段の協力を願いたいこと。

１ 追加の財政需要等に対する財政措置

(1) 国の補正予算により平成２０年度に追加されることとなる公立文教施設

整備費等投資的経費に係る地方負担額（普通会計分３，１６９億円）につ

いては、原則として、地方債（充当率１００％）を充当することとし、後

年度においてその元利償還金の全額を基準財政需要額に算入することとし

ていること。

その際、元利償還金の５０％（義務教育施設改築事業等当初における地

方負担額に対する算入率が５０％を超えるものについては、原則として当

初の算入率）については、公債費方式により各団体の地方債発行額に応じ

て基準財政需要額に算入することとし、残余については単位費用により措

置することとしていること。

なお、詳細については、別途通知する予定であること。
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(2) 地方債の対象とならない経費については、新たな地方負担が既定経費の

節減に伴う地方負担の減少の範囲内であるため、全体として地方負担の追

加は生じていないところであること。

２ 地方税等減収補てん臨時交付金

(1) 地方税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２１号）及び所得

税法等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）が平成２０年

４月１日後に公布されたことにより生じた自動車取得税及び軽油引取税並

びに地方道路税の収入の減少に伴う地方公共団体の平成２０年度の減収を

補てんするため、地方税等減収補てん臨時交付金を交付することとし、本

日、地方税等減収補てん臨時交付金に関する法律案を国会に提出したこと。

地方税等減収補てん臨時交付金の総額は６５６億１９百万円であり、そ

の内訳は次のとおりであること。

① 自動車取得税の収入の減少に伴う都道府県及び市町村の減収を補てん

するために交付する自動車取得税減収補てん臨時交付金

１１６億８５百万円

② 軽油引取税の収入の減少に伴う都道府県及び指定市の減収を補てんす

るために交付する軽油引取税減収補てん臨時交付金

４９３億３９百万円

③ 地方道路税の収入の減少に伴う都道府県及び市町村の減収を補てんす

るために交付する地方道路譲与税減収補てん臨時交付金

４５億９５百万円

地方税等減収補てん臨時交付金については、各地方公共団体の減収見込

額に応じて交付し、その額は道路に関する費用に充てることとしているこ

と。

(2) 地方税等減収補てん臨時交付金の創設に伴い、平成２０年度の普通交付

税について、次のとおり基準財政収入額の再算定を行うこととしているこ

と。

① 自動車取得税減収補てん臨時交付金及び軽油引取税減収補てん臨時交

付金については、その７５％を基準財政収入額に算入することとしてい

ること

② 地方道路譲与税減収補てん臨時交付金については、その１００％を基

準財政収入額に算入することとしていること
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３ 地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金

安心実現のための緊急総合対策に掲げられた「地方公共団体に対する配

慮」として、今回の補正予算において、地方公共団体が安心実現のための緊

急総合対策に対応した総合的な対策を実施し、もって地域活性化を図ること

ができるよう、地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金を創設することと

されていること。

地域活性化・緊急安心実現総合対策交付金の総額は２６０億円であり、各

地方公共団体の申請に基づいて、地方公共団体が策定する地域活性化・緊急

安心実現総合対策実施計画に掲載された事業のうち国庫補助事業（平成２０

年度補正予算（第１号）に計上された事業）の地方負担分と単独事業の所要

経費の合計額に対し、人口、第一次産業就業者比率、高齢者人口比率等の外

形基準に基づいて算出される交付限度額を上限として交付される予定である

こと。交付限度額の算定式については、財政基盤のぜい弱な地方公共団体に

重点を置き、原油高騰の影響が特に大きい離島や寒冷地に配慮して定めるこ

ととされていること。

各地方公共団体におかれては、本制度の趣旨を踏まえ、安心実現のための

緊急総合対策に対応した事業を積極的に実施されたいこと。

４ 安心実現のための緊急総合対策に係る特別交付税措置

安心実現のための緊急総合対策として、離島・寒冷地での生活支援、学校

給食に係る保護者負担の軽減、農林漁業者・中小企業への金融措置等による

支援など地方公共団体の自主的な取組み（上記３の地域活性化・緊急安心実

現総合対策実施計画に掲載された事業等）に要する経費や原油価格の高騰に

伴う救急自動車等の燃料費、寒冷地における公共施設の暖房費などの増加分

に対し特別交付税措置を講じることとしていること。
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